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規 則

高知県認定こども園条例の一部を改正する条例の施行の日を定

める規則をここに公布する。

平成27年 2月17日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第 6号

高知県認定こども園条例の一部を改正する条例の施行の

日を定める規則

高知県認定こども園条例の一部を改正する条例（平成26年高知

県条例第81号）附則第 1 項の規定に基づき、同条例の施行の日

は、平成27年 4月 1日とする。ただし、同条例中高知県認定こど

も園条例（平成18年高知県条例第49号）第 5条の次に章名及び15

条を加える改正規定（高知県認定こども園条例第20条に係る部分

に限る。）の施行の日は、この規則の公布の日とする。

高知県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の施行の日を定める規則をここに公布す

る。

平成27年 2月17日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第 7号

高知県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の施行の日を定める規則

高知県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成26年高知県条例第82号）附則の規定に基づき、同条例の施

行の日は、平成27年 4月 1日とする。

告 示

高知県告示第69号

農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定施業要件を変更す

る予定である旨の通知があったので、森林法（昭和26年法律第

249号）第33条の 3 において読み替えて準用する同法第30条の規

定により告示する。

平成27年 2月17日

高知県知事　尾﨑　正直

1　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林とし

て指定された目的

次に掲げる告示（重要流域（平成12年 2月農林水産省告示第

283号で指定された重要流域をいう。）に係るもの（国有林に

係るものを除く。）に限る。）で定めるところによる。

平成 8年11月農林水産省告示第1749号

2　変更に係る指定施業要件

( 1 )　立木の伐採の方法 

変更しない。

( 2 )　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県林業振興

・環境部治山林道課並びに関係市役所及び町村役場に備え置いて

縦覧に供する。）

高知県告示第70号

農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定施業要件を変更す

る予定である旨の通知があったので、森林法（昭和26年法律第

249号）第33条の 3 において読み替えて準用する同法第30条の規

定により告示する。

平成27年 2月17日

高知県知事　尾﨑　正直

1　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林とし

て指定された目的

次に掲げる告示で定めるところによる。

平成 8年12月農林水産省告示第1900号

2　変更に係る指定施業要件

( 1 )　立木の伐採の方法 

変更しない。

( 2 )　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県林業振興

・環境部治山林道課及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供す

る。）

高知県告示第71号

農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定施業要件を変更す

る予定である旨の通知があったので、森林法（昭和26年法律第

249号）第33条の 3 において読み替えて準用する同法第30条の規

定により告示する。

平成27年 2月17日

高知県知事　尾﨑　正直

1　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林とし

て指定された目的

次に掲げる告示で定めるところによる。

平成 8年11月農林水産省告示第1753号

2　変更に係る指定施業要件

( 1 )　立木の伐採の方法 

変更しない。

( 2 )　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県林業振興

・環境部治山林道課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供す

る。）

高知県告示第72号

農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定施業要件を変更す

る予定である旨の通知があったので、森林法（昭和26年法律第

249号）第33条の 3 において読み替えて準用する同法第30条の規

定により告示する。

平成27年 2月17日

高知県知事　尾﨑　正直

1　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林とし

て指定された目的

次に掲げる告示で定めるところによる。

平成 8年10月農林水産省告示第1691号

2　変更に係る指定施業要件

( 1 )　立木の伐採の方法
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変更しない。

( 2 )　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県林業振興

・環境部治山林道課並びに関係市役所及び芸西村役場に備え置い

て縦覧に供する。）

高知県告示第73号

農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定施業要件を変更す

る予定である旨の通知があったので、森林法（昭和26年法律第

249号）第33条の 3 において読み替えて準用する同法第30条の規

定により告示する。

平成27年 2月17日

高知県知事　尾﨑　正直

1　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林とし

て指定された目的

次に掲げる告示で定めるところによる。

平成 8年11月農林水産省告示第1748号

2　変更に係る指定施業要件

( 1 )　立木の伐採の方法 

変更しない。

( 2 )　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県林業振興

・環境部治山林道課並びに関係市役所及び町村役場に備え置いて

縦覧に供する。）

高知県告示第74号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律（平成12年法律第57号）第 7条第 1項の規定に基づき、次の

区域を土砂災害警戒区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県須

崎土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成27年 2月17日

高知県知事　尾﨑　正直

箇所番号

206－59

－002

206－59

－003

206－60

－006

206－60

－007

206－60

－008

206－60

－009

206－60

－010

206－60

－011

206－59

－218

206－59

－219

206－59

－220

206－59

－221

206－60

－204

206－60

－205

206－60

－206

206－60

－207

206－60

－208

206－60

－209

206－99

－037

206－99

－038

206－99

－039

206－99

－040

206－99

－041

206－99

－042

206－99

－043

206－99

－044

206－99

－045

206－99

－046

206－99

－047

206－99

－048

206－99

－049

206－99

－050

区域の

名称

中ノ谷

川( 3 )

和田川

( 2 )

奥の谷

川

長 竹

( 1 )

元享院

谷 川

( 1 )

柿の谷

( 1 )

中氏川

及び支

川

日ノ地

川

中 氏

( 3 )

中 氏

( 2 )

大谷川

( 4 )

中 氏

( 1 )

角 谷

( 1 )

長 竹

( 2 )

中 氏

( 5 )

中 氏

( 4 )

谷田川

坂ノ川

(24)

坂ノ川

(25)

坂ノ川

(26)

坂ノ川

(27)

中 氏

( 6 )

中 氏

( 7 )

西寺中

川

中 氏

( 8 )

中 氏

( 9 )

中 氏

(10)

中 氏

(11)

中 氏

(12)

和田川

( 3 )

下 郷

( 1 )

下 郷

( 2 )

区域の所在地

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷及び下分

（別紙図面のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷及び下分

（別紙図面のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

土砂災害の発生

原因となる自然

現象の種類 

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流
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206－99

－064

206－59

－001

206－59

－201a

206－59

－201b

206－60

－001

206－60

－002

206－60

－003

206－60

－005

206－60

－201

206－60

－202

206－60

－203

206－99

－065

206－99

－066

206－99

－067

206－99

－051

206－99

－052

206－99

－053

206－99

－054

206－99

－055

206－99

－056

206－99

－057

206－99

－058

206－99

－059

206－99

－060

206－99

－061

206－99

－062

206－99

－063

206－99

－068

206－99

－069

206－99

－070

206－99

－071

206－99

－072

206－99

－073

206－99

－074

206－99

－075

206－99

－076

206－99

－077

206－99

－078

206－99

－079

206－99

－080

206－99

－081

角 谷

( 6 )

安和支

川

中ノ川

内 川

( 1 )

中ノ川

内川右

支川

南川

高地谷

川

本 谷

( 1 )

安 和

( 1 )

中ノ川

支 川

( 2 )

本 谷

( 2 )

安 和

( 2 )

久保宇

津( 1 )

久保宇

津( 2 )

久保宇

津( 3 )

小氏ヶ

谷川並

びにコ

ビウド

谷川

柿の谷

( 2 )

柿の谷

( 3 )

矢ノ谷

川

元享院

谷 川

( 2 )

元享院

谷 川

( 3 )

長 竹

( 3 )

奥ノ谷

川( 2 )

奥ノ谷

川( 1 )

角 谷

( 2 )

角 谷

( 3 )

角 谷

( 4 )

角 谷

( 5 )

穴神

柏 木

( 1 )

柏 木

( 2 )

柏 木

( 3 )

柏 木

( 4 )

安 和

( 3 )

川 尻

( 1 )

川 尻

( 2 )

櫻木

中ノ川

内

中ノ川

支 川

( 3 )

中ノ川

支 川

( 4 )

中ノ川

内 川

( 2 )

弘坪

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流

土石流
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Ⅰ－2792

Ⅱ－5256

Ⅱ－5257

Ⅱ－5258

Ⅱ－5259

Ⅱ－5260

Ⅱ－5261

Ⅱ－5300

Ⅱ－5301

Ⅲ－0280

Ⅲ－0281

Ⅲ－0290

Ⅳ －

206185

Ⅳ －

206186

Ⅳ －

206－99

－082

Ⅰ－2752

Ⅰ－2753

Ⅰ－2754

Ⅰ－2755

Ⅰ－2756

Ⅰ－2757

Ⅰ－2758

Ⅰ－2785

Ⅰ－2786

Ⅰ－2787

Ⅰ－2788

Ⅰ－2789

Ⅰ－2790

Ⅰ－2791

206187

Ⅳ －

206188

Ⅳ －

206189

Ⅳ －

206190

Ⅳ －

206191

Ⅳ －

206192

Ⅳ －

206193

Ⅳ －

206194

Ⅳ －

206195

Ⅳ －

206196

Ⅳ －

206197

Ⅳ －

206198

Ⅳ －

206199

Ⅳ －

206200

Ⅳ －

206201

Ⅳ －

角 谷

( 1 )

耳付

片山

西ノ谷

( 2 )

西ノ谷

( 3 )

西ノ谷

( 4 )

西ノ谷

( 5 )

上長竹

( 2 )

松木ノ

久保

角 谷

( 2 )

角 谷

( 3 )

坂ノ川

( 3 )

中 氏

（東）

( 2 )

西ノ谷

( 6 )

西ノ谷

中越

坂の川

坂ノ川

（上）

坂ノ川

（中）

中 氏

（東）

( 1 )

中 氏

（北）

中氏

西ノ谷

( 1 )

下 郷

( 1 )

下 郷

( 2 )

下 郷

( 3 )

樋ノ谷

( 1 )

上長竹

( 1 )

長竹

花 谷

( 1 )

( 7 )

西ノ谷

( 8 )

西ノ谷

( 9 )

西ノ谷

(10)

西ノ谷

(11)

下 郷

( 4 )

下 郷

( 5 )

樋ノ谷

( 2 )

上長竹

( 3 )

上長竹

( 4 )

上長竹

( 5 )

上長竹

( 6 )

花 谷

( 2 )

角 谷

( 4 )

角 谷

( 5 )

角 谷

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷及び下分

（別紙図面のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下郷（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

土石流

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊
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Ⅱ－5309

Ⅱ－5310

Ⅱ－5311

Ⅱ－5312

Ⅱ－5313

Ⅱ－5314

Ⅱ－5315

Ⅱ－5316

Ⅱ－5317

Ⅱ－5318

Ⅱ－5319

Ⅱ－5321

Ⅱ－5322

Ⅳ －

206207

Ⅳ －

206202

Ⅳ －

206203

Ⅳ －

206204

Ⅳ －

206205

Ⅳ －

206206

Ⅰ－2793

Ⅰ－2795

Ⅰ－2796

Ⅰ－2797

Ⅱ－5302

Ⅱ－5303

Ⅱ－5304

Ⅱ－5305

Ⅱ－5306

Ⅱ－5307

Ⅱ－5308

206208

Ⅳ －

206209

Ⅳ －

206210

Ⅳ －

206211

Ⅳ －

206212

Ⅳ －

206213

Ⅳ －

206214

Ⅳ －

206215

Ⅳ －

206216

Ⅳ －

206217

堂ヶ谷

( 1 )

堂ヶ谷

( 2 )

花ノ木

( 1 )

ツムロ

小岩

小 岡

( 1 )

中ノ川

内( 5 )

弘坪

中越

岡

南 谷

( 1 )

大神

谷ノ上

久保宇

津( 3 )

久保宇

( 6 )

角 谷

( 7 )

角 谷

( 8 )

角 谷

( 9 )

角 谷

(10)

久保宇

津( 1 )

沖

本モ谷

( 1 )

中城

久保宇

津( 2 )

穴神

柏 木

( 1 )

神ノ木

( 1 )

川尻

石神

櫻木

津( 4 )

久保宇

津( 5 )

久保宇

津( 6 )

柏 木

( 2 )

神ノ木

( 2 )

本モ谷

( 2 )

花ノ木

( 2 )

小 岡

( 2 )

中ノ川

内( 6 )

南 谷

( 2 )

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市下分（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

須崎市安和（別紙図面

のとおり）

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

高知県告示第75号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

その関係図面は、平成27年 2月17日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県中央西土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成27年 2月17日

高知県知事　尾﨑　正直

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　奥の谷日比原

3　道路の区域

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

吾川郡いの町清水上

分字種々ヤシキ1571

19.4

〜 22前
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高知県告示第76号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。                  

その関係図面は、平成27年 2月17日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県中央西土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成27年 2月17日

高知県知事　尾﨑　正直

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　奥の谷日比原

3　道路の区域

高知県告示第77号

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第 1 項第 5 号に規

定する道路として次のとおり指定する。

　　平成27年 2月17日

                    　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直　

公 告

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定によ

り、芸西土地改良区から次のとおり退任及び就任した役員の届出

があった。

平成27年 2月17日

高知県知事　尾﨑　正直

役名　　　氏　名　　　　住　　　　　　　所

（退任）

　理事　　宮崎　妙志　安芸郡芸西村和食甲4210

　〃　　　竹内　辰雄　〃　　〃　　〃　　1639

　〃　　　小松　幸正　〃　　〃　　〃　　5812－ 2

　〃　　　谷山　広明　〃　　〃　　〃　　1817

　〃　　　髙松　辰男　〃　　〃　　〃　　2647

　〃　　　岡村　　進　〃　　〃　　馬ノ上2048

　〃　　　上杉　卓朗　〃　　〃　　〃　　 778

　〃　　　吉永　博一　〃　　〃　　〃　　 934

　〃　　　藤尾　　榮　〃　　〃　　〃　　1307

　〃　　　山内　澄夫　〃　　〃　　〃　　 666

　〃　　　山本　信德　〃　　〃　　西分甲1124－ 1

　〃　　　久保　晃一　〃　　〃　　〃　　 894

　監事　　松本　殷明　〃　　〃　　和食甲2638

　〃　　　善万　浩典　〃　　〃　　〃　　4646－ 1

　〃　　　岡村　　悟　〃　　〃　　馬ノ上 582

（就任）

　理事　　宮崎　妙志　安芸郡芸西村和食甲4210

　〃　　　竹内　辰雄　〃　　〃　　〃　　1639

　〃　　　小松　幸正　〃　　〃　　〃　　5812－ 2

　〃　　　谷山　広明　〃　　〃　　〃　　1817

　〃　　　髙松　辰男　〃　　〃　　〃　　2647

　〃　　　岡村　　進　〃　　〃　　馬ノ上2048

　〃　　　上杉　卓朗　〃　　〃　　〃　　 778

　〃　　　吉永　博一　〃　　〃　　〃　　 934

　〃　　　藤尾　　榮　〃　　〃　　〃　　1307

　〃　　　山内　澄夫　〃　　〃　　〃　　 666

　〃　　　山本　信德　〃　　〃　　西分甲1124－ 1

　〃　　　久保　晃一　〃　　〃　　〃　　 894

　監事　　松本　殷明　〃　　〃　　和食甲2638

　〃　　　善万　浩典　〃　　〃　　〃　　4646－ 1

　〃　　　岡村　　悟　〃　　〃　　馬ノ上 582

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第 2 項の規定によ

り、芸西土地改良区の定款の変更を平成27年 2 月 4 日に認可し

た。

平成27年 2月17日

高知県知事　尾﨑　正直

教 育 委 員 会 規 則

高知県幼保連携型認定こども園審議会規則をここに公布する。

平成27年 2月17日

高知県教育委員会委員長　小島　一久

高知県教育委員会規則第 1号

高知県幼保連携型認定こども園審議会規則

（趣旨）

第 1条　この規則は、高知県認定こども園条例（平成18年高知県

条例第49号）第20条第 2項の規定に基づき、高知県幼保連携型

認定こども園審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運

営に関し必要な事項を定めるものとする。

（組織）

第 2条　審議会は、委員10人以内で組織する。

（委員）

第 3条　委員は、社会福祉又は幼児教育に関し学識経験を有する

者及び関係行政機関の職員のうちから、高知県教育委員会が委

嘱する。

（任期等）

第 4条　委員の任期は、 2年とする。ただし、委員が欠けた場合

における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2　委員は、再任されることができる。

3　関係行政機関の職員のうちから委嘱された委員は、委嘱され

た時における当該職を失ったときは、委員の職を失う。

（会長）

第 5条　審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3　会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があら

かじめ指名した委員が、その職務を代理する。

（会議）

第 6条　審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集

する。

2　会議の議長は、会長が当たる。

3　会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、及び

議決をすることができない。

4　会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。

（委員以外の者の出席等）

第 7条　会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会

議への出席を求め、及び意見を求めることができる。

（庶務）

第 8条　審議会の庶務は、高知県教育委員会事務局幼保支援課に

おいて処理する。

（雑則）

第 9条　この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要

な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附　則

（施行期日）

番 1から

吾川郡いの町清水上

分字種々ヤシキ3427

番まで 〜 22後

21.3

19.9

27.3

供 用 開 始 区 間
延　　　　長

（メートル）
供用開始年月日

22
平成27年 2月17

日

吾川郡いの町清水上分字

種々ヤシキ1571番 1から

吾川郡いの町清水上分字

種々ヤシキ3427番まで

地　名

香南市野市

町東野字タ

ノ丸

地　番

195番13

幅　　員

(メートル)

 4.90

備　　考
延　　　長

(メートル)

 14.69
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1　この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

2　第 6条第 1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後

最初に開かれる会議は、高知県教育長が招集する。

高知県認定こども園条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成27年 2月17日

高知県教育委員会委員長　小島　一久

高知県教育委員会規則第 2号

高知県認定こども園条例施行規則の一部を改正する規則

高知県認定こども園条例施行規則（平成18年高知県教育委員会

規則第16号）の一部を次のように改正する。

第 1 条中「に関し」を「に関し、就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令（平成26年

政令第203号）及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　閣　府

的な提供の推進に関する法律施行規則（平成26年文部科学省令第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚生労働省

2号。以下「府省令」という。）並びに高知県教育委員会事務委

任規則（平成 4年高知県教育委員会規則第 1号）に定めるものの

ほか、」に改める。

第 2条中「意義は」を「意義は、この規則で定めるものを除く

ほか」に改める。

第 3条第 2項第 5号中「子どもの」を「子どもに対する」に改

める。

第 6条第 1項中「第 7条第 1項」を「第29条第 1項」に、「認

定こども園」を「連携型外認定こども園」に改め、同条第 2項中

「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

　　　　　　　　　　　　　　 文部科学省
関する法律施行規則（平成18年

厚生労働省
令第 3 号。以下「省

令」という。）第 6条第 1号」を「連携型外認定こども園に関し

府省令第28条第 1号」に、「乳児若しくは幼児の数」を「保育を

必要とする子どもに係る利用定員」に、「子どもの数に0.25」を

「保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員に0.1」

に改め、同条第 3項中「省令第 6条第 2号」を「連携型外認定こ

ども園に関し府省令第28条第 2号」に改め、同条に次の 1項を加

える。

4　法第29条第 1項の規定により幼保連携型認定こども園の設置

者がしなければならない変更の届出に関し必要な事項は、高知

県教育長（以下「教育長」という。）が定める。

第 7条の見出し中「報告の方法」を「報告書等」に改め、同条

第 1項を次のように改める。

法第30条第 1項及び府省令第29条の規定により連携型外認定

こども園の設置者がしなければならない運営の状況の報告は、

別記第 8号様式によるものとする。

第 7 条第 3 項を削り、同条第 2 項中「省令第 7 条第 2 号」を

「連携型外認定こども園に関し、府省令第29条第 2号」に、「省

令第 7条第 3号」を「府省令第28条第 3号」に改め、同項に後段

として次のように加える。

この場合において、同項第 1号から第 3号まで、第 7号及び

第 8号に掲げる書類に記載する事項にあっては当該報告書を提

出する日の属する年の 4月 1日現在の状況と、同項第 4号から

第 6号までに掲げる書類に記載する事項にあっては当該報告書

を提出する日の属する事業年度の計画及び当該事業年度の前事

業年度の実績等とする。

第 7条第 2項を同条第 3項とし、同条に次の 1項を加える。

4　法第30条第 1項及び府省令第29条の規定により幼保連携型認

定こども園の設置者がしなければならない運営の状況の報告に

関し必要な事項は、教育長が定める。

第 7条第 1項の次に次の 1項を加える。

2　連携型外認定こども園に関し府省令第29条の教育委員会が定

める日は、毎年 5月31日（連携型外認定こども園の設置者が条

例第 5 条第 1 項の規定により認定の辞退をした場合にあって

は、当該認定を辞退した日から起算して30日を経過する日）と

する。

第 8条及び第 9条第 1項中「認定こども園」を「連携型外認定

こども園」に改める。

第10条第 1 項第 1 号中「に対する」を「に対する教育及び」

に、「することができる」を「することができること」に改め、

同項第 2号中「別表 1の( 3 )」を「別表 1の( 2 )」に、「なけれ

ばならない」を「なければならないこと」に改め、同項第 3号中

「長時間利用児に対する保育に従事する者にあっては」を「教育

及び保育時間相当利用児に対する保育に従事する者にあっては」

に、「なければならない」を「なければならないこと」に改め、

同号ただし書中「長時間利用児」を「教育及び保育時間相当利用

児」に改め、同条第 2項中「前項第 2号ただし書又は同項第 3号

ただし書」を「前項第 2号ただし書又は第 3号ただし書」に改め

る。

第11条を削る。

第12条の見出しを「（連携型外認定こども園における教育及び

保育の内容の基準）」に改め、同条中「別表のとおり」を「別表

に定めるとおり」に改め、同条を第11条とする。

第13条及び第14条を削る。

第15条中「高知県教育長」を「教育長」に改め、同条を第12条

とする。

別表を次のように改める。
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別表（第11条関係）

連携型外認定こども園の認定の基準のうち連携型外認定こども園における教育及び保

育の内容の基準

1　教育及び保育の基本及び目標

( 1 )　連携型外認定こども園における教育及び保育は、零歳から小学校就学前までの全ての子ど

もを対象とし、一人一人の子どもの発達の過程に即した援助の一貫性及び生活の連続性を重視

しつつ、満 3歳以上の子どもに対する学校教育法（昭和22年法律第26号）第23条各号に掲げる

目標の達成に向けた教育の提供及び家庭において養育されることが困難な子どもに対する保育

の提供という二つの機能が一体として展開されなければならない。

( 2 )　連携型外認定こども園は、次に掲げる幼稚園教育要領及び厚生労働省が定める保育所保育

指針の目標が達成されるように教育及び保育を提供しなければならない。

ア　十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を適切

に満たし、生命の保持及び情緒の安定を図るようにすること。

イ　健康かつ安全で幸福な生活のための基本的な生活習慣及び態度を育て、健全な心身の基礎

を培うようにすること。

ウ　人との関わりの中で、人に対する愛情及び信頼感並びに人権を大切にする心を育てるとと

もに、自立及び協同の態度並びに道徳性の芽生えを培うようにすること。

エ　自然等の身近な事象への興味及び関心を育て、これらに対する豊かな心情及び思考力の芽

生えを培うようにすること。

オ　日常生活の中で、言葉への興味及び関心を育て、喜んで話したり、聞いたりする態度及び

豊かな言葉の感覚を養うようにすること。

カ　多様な体験を通して豊かな感性を育て、創造性を豊かにするようにすること。

( 3 )　連携型外認定こども園は、( 2 )に定める教育及び保育の目標を達成するため、子どもの発

達の状況等に応じ、より具体化した教育及び保育の狙い及び内容を定め、子どもの主体的な活

動を促し、乳幼児期にふさわしい生活が展開されるように環境を構成し、子どもが発達に必要

な体験を得ることができるようにしなければならない。

2　連携型外認定こども園として配慮すべき事項

連携型外認定こども園において教育及び保育を行うに当たっては、次に掲げる事項について特

に配慮しなければならない。

( 1 )　当該連携型外認定こども園の利用を始めた年齢の違いにより集団生活の経験年数が異な

る子どもがいることに配慮する等、零歳から小学校就学前までの一貫した教育及び保育を子

どもの発達の連続性を考慮して展開していくこと。

( 2 )　子どもの 1日の生活の連続性及びリズムの多様性に配慮するとともに、保護者の生活形

態を反映した子どもの利用時間及び登園日数の違いを踏まえ、一人一人の子どもの状況に応

じ、教育及び保育の内容並びにその展開について工夫を行うこと。

( 3 )　教育時間相当利用児及び教育及び保育時間相当利用児に共通の 4 時間程度の利用時間

（以下「共通利用時間」という。）において、幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行う教

育活動の充実を図ること。

( 4 )　保護者及び地域の子育て力（子育てを自ら実践する力をいう。以下同じ。）を高める観

点に立って、子育て支援事業を実施すること。

3　教育及び保育の計画並びに指導計画

( 1 )　連携型外認定こども園における教育及び保育は、 2に定める事項を踏まえつつ、連携型外

認定こども園として目指すべき目標及び理念並びに運営の方針を明確にしなければならない。

( 2 )　連携型外認定こども園においては、教育及び保育を一体的に提供するため、次に掲げる事

項に留意して、幼稚園における教育課程及び保育所における保育課程の双方の性格を併せ持つ

教育及び保育の内容に関する全体的な計画を作成するとともに、年、学期、月、週及び日々の

指導計画を作成し、教育及び保育を適切に展開しなければならない。

ア　教育時間相当利用児及び教育及び保育時間相当利用児がいるため、指導計画の作成に当た

り、子どもの 1日の生活時間に配慮し、活動と休息、緊張感と解放感等の調和を図ること。

イ　共通利用時間における 1の( 3 )の教育及び保育の狙い及び内容については、幼稚園教育要

領及び厚生労働省が定める保育所保育指針に基づき実施し、指導計画に定めた具体的な狙い

を達成すること。

ウ　家庭及び地域において異なる年齢の子どもと関わる機会が減少していることを踏まえ、満

3 歳以上の子どもについては、同一学年の子どもで編制される学級による集団活動ととも

に、満 3歳に満たない子どもを含む異なる年齢の子どもによる活動を、子どもの発達の状況

にも配慮しつつ適切に組み合わせて設定する等の工夫を行うこと。

エ　受験等を目的とした単なる知識及び特別な技能の早期獲得のみを目指すような、いわゆる

早期教育となることがないよう配慮すること。

4　環境の構成

連携型外認定こども園における園舎、保育室、屋外遊戯場、遊具、教材等の環境の構成に当

たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

( 1 )　零歳から小学校就学前までの様々な年齢の子どもの発達の特性を踏まえ、満 3歳に満た

ない子どもについては特に健康、安全及び発達の確保を十分に図るとともに、満 3歳以上の

子どもについては同一学年の子どもで編制される学級による集団活動の中で遊びを中心とす

る子どもの主体的な活動を通して発達を促す経験が得られるよう工夫を行うこと。

( 2 )　利用時間が異なる多様な子どもがいることを踏まえ、家庭、地域及び連携型外認定こど

も園における生活の連続性を確保するため、子どもの生活が安定するよう 1日の生活のリズ

ムを整えるための工夫を行うこと。この場合において、特に満 3歳に満たない子どもについ

ては睡眠時間等の個人差に配慮するとともに、満 3歳以上の子どもについては集中して遊ぶ

場と家庭的な雰囲気の中でくつろぐ場との適切な調和等のための工夫を行うこと。

( 3 )　共通利用時間については、子ども一人一人の行動の理解及び予測に基づき計画的に環境

を構成するとともに、集団との関わりの中で、自己を発揮し、子ども同士の学びあいが深ま

り、広がるように子どもに対する教育及び保育に従事する者との関わりについて工夫を行う

こと。

( 4 )　子どもに対する教育及び保育に従事する者が子どもにとって重要な環境となっているこ

とを念頭に置き、子どもとその教育及び保育に従事する者との信頼関係を十分に築き、子ど

もとともにより良い教育及び保育の環境を創造すること。

5　日々の教育及び保育の指導における留意点

連携型外認定こども園における日々の教育及び保育の指導に際しては、次に掲げる事項に留意

しなければならない。

( 1 )　零歳から小学校就学前までの子どもの発達の連続性を十分理解した上で、生活及び遊び

を通して総合的な指導を行うこと。

( 2 )　子どもの発達の個人差、施設の利用を始めた年齢の違い等による集団生活の経験年数の

差、家庭環境等を踏まえ、一人一人の子どもの発達の特性及び課題に十分留意すること。こ

の場合において、特に満 3歳に満たない子どもについては、大人への依存度が極めて高い等

の特性があることから、個別的な対応を図るとともに、子どもの集団生活への円滑な接続に

ついて、家庭との連携及び協力を図る等十分留意すること。

( 3 )　 1日の生活のリズム及び利用時間が異なる子どもが共に過ごすことを踏まえ、子どもに

不安及び動揺を与えないようにする等配慮すること。

( 4 )　共通利用時間においては、同年代の子どもとの集団生活の中で、遊びを中心とする子ど
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もの主体的な活動を通して発達を促す経験を得ることができるように、環境の構成、子ども

に対する教育及び保育に従事する者の指導等について工夫を行うこと。

( 5 )　乳幼児期の食事は、子どもの健やかな発育及び発達に欠かすことができない重要なもの

であることから、望ましい食習慣の定着を促すとともに、子ども一人一人の状態に応じた摂

取法及び摂取量のほか、食物アレルギー等への適切な対応に配慮すること。

( 6 )　楽しく食べる経験、食に関する様々な体験活動等を通じて、食事をとることへの興味及

び関心を高め、健全な食生活を実践する力の基礎を培う食育の取組を行うとともに、利用時

間の違いにより食事をとる子どもととらない子どもとがいることにも配慮すること。

( 7 )　午睡は、生活のリズムを構成する重要な要素であることから、安心して眠ることができ

る環境を確保するとともに、利用時間に違いがあること並びに睡眠時間は子どもの発達の状

況及び個人によって差があることから、一律とならないよう配慮すること。

( 8 )　子どもの健康状態、発達の状況、家庭環境等から特別に配慮を要する子どもについて、

一人一人の状況を的確に把握し、専門機関との連携を含め、適切な環境の下で健やかな発達

が図られるよう留意すること。

( 9 )　家庭との連携においては、子どもの心身の健全な発達を図るために、日々の子どもの状

況を的確に把握するとともに、家庭と連携型外認定こども園との間で日常の子どもの様子を

適切に伝え合い、十分な説明に努める等、日常的な連携を図ること。この場合においては、

職員間の連絡及び協力体制を築き、家庭からの信頼を得ることができるようにすること。

(10)　教育及び保育の活動に対する保護者の積極的な参加は、保護者の子育て力の向上に寄与

するだけでなく、地域社会における家庭及び住民の子育て力の向上及び子育て経験の継承に

つながることから、これを促すこと。この場合においては、保護者の生活形態が異なること

を踏まえ、全ての保護者の相互理解が深まるよう配慮すること。

6　小学校教育との連携

連携型外認定こども園は、次に掲げる事項に留意して、小学校教育との連携を図らなければな

らない。

( 1 )　子どもの発達及び学びの連続性を確保する観点から、小学校教育への円滑な接続に向け

た教育及び保育の内容について工夫を行い、連携を通じた質の向上を図ること。

( 2 )　地域の小学校等との交流活動、合同の研修の実施等を通じて、連携型外認定こども園の

子どもと小学校等の児童との交流並びに連携型外認定こども園及び小学校等の職員同士の交

流を積極的に進めること。

( 3 )　全ての子どもについて、指導要録（学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）第31条

に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。）の抄本、写し等の

子どもの育ちを支えるための資料を送付することにより連携する等、教育委員会、小学校等

との積極的な情報の共有及び相互理解を深めること。

別記様式を次のように改める。
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第２号様式（第３条関係） 

子どもに対する教育及び保育に従事する者の配置状況 

子どもの年
齢児区分 

子どもの人数（人） 

職員数（人） 
左の職員のう
ち学級担任の
数（人） 

１号認定 ２号認定 ３号認定 計 

零歳児 

  

   

 １歳児    

２歳児    

３歳児   

 

   

４歳児      

５歳児      

計 
 

 
     

注 「１号認定」とは子ども・子育て支援法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもの区

分についての同法第20条第１項の認定を受けた子どもを、「２号認定」とは同法第19条第１項第

２号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての同法第20条第１項の認定を受けた子どもを、

「３号認定」とは同法第19条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての同法第

20条第１項の認定を受けた子どもをいいます。 

 

別記 

第１号様式（第３条関係） 

年  月  日 

 

高知県教育委員会 様 

 

申請者 住所 

氏名               ㊞ 

法人その他の団体の場合は、主たる事務 

所の所在地、名称及び代表者の職・氏名 

電話番号 

 

連携型外認定こども園認定申請書 

 

認定こども園の認定を受けたいので、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律第４条第１項の規定により次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 認定を受けよう
とする施設 

施設の別 幼稚園 保育所 保育機能施設  

 名称     

 所在地     

 設置年月日 年 月 日 年 月 日 年 月 日  

 定員 人 人 人  

 現員 人 人 人  

 認定こども園と
しての名称及び
その長となるべ
き者の氏名 

名称   

 氏名   

 認定こども園としての事業の開始予定年月日 年   月   日  

 利用
定員 

区分 満３歳未満の者 満３歳以上の者 計 合計  

 
保育を必要とする子ど
も 人 人 人 

人 

 

 
保育を必要とする子ど
も以外の子ども 人 人 人  

 

注 次に掲げる書類を添えてください。 

１ 職員の配置に関する書類（別記第２号様式） 

２ 職員の資格に関する書類（別記第３号様式） 

３ 施設設備に関する書類（別記第４号様式） 

４ 教育及び保育の内容に関する書類（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律施行規則第８条第４号の教育又は保育の目標及び主な内容について必ず記入

してください。） 

５ 子どもに対する教育及び保育に従事する者の資質の向上に関する書類 

６ 子育て支援事業に関する書類（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律施行規則第８条第５号の同令第２条各号に掲げる事業のうち実施するものについ

て必ず記入してください。） 

７ 管理運営等に関する書類（別記第５号様式） 

８ 保育料、授業料その他の徴収金に係る規定に関する書類 

９ １から８までの書類のほか、高知県教育委員会が必要があると認める書類 
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第４号様式（第３条関係） 

施設設備の概要 

建物及びその附属設
備の面積 

区分 幼稚園 保育所等 合計 

乳児室 ㎡ ㎡ ㎡ 

ほふく室 ㎡ ㎡ ㎡ 

    

小計 ㎡ ㎡ ㎡ 

保育室 ㎡ ㎡ ㎡ 

遊戯室 ㎡ ㎡ ㎡ 

    

小計 ㎡ ㎡ ㎡ 

調理室 ㎡ ㎡ ㎡ 

医務室・保健室 ㎡ ㎡ ㎡ 

職員室 ㎡ ㎡ ㎡ 

便所 ㎡ ㎡ ㎡ 

    

    

小計 ㎡ ㎡ ㎡ 

合計 ㎡ ㎡ ㎡ 

屋外遊技場・運動場 ㎡ ㎡ ㎡ 

建物及びその附属設
備の配置 同一敷地内 ・ 隣接敷地内 ・ その他 

屋外遊技場の特例の
有無 有 ・ 無 

調理室の特例の有無 有 
１ 満３歳以上の子どもに対する食事の外部搬入 
２ 幼稚園型認定こども園であって園内調理の対象
人員が20人未満 

・ 無 

注 １ 施設の配置図及び平面図等（当該施設が認定こども園である旨の表示をする場所を明示し

てください。）を添えてください。 

２ 「建物及びその附属設備の配置」欄、「屋外遊戯場の特例の有無」欄及び「調理室の特例

の有無」欄は、該当するものを○で囲んでください。 

３ 「建物及びその附属設備の配置」欄の「その他」、「屋外遊戯場の特例の有無」欄の

「有」又は「調理室の特例の有無」欄の「有」に該当するときは、それぞれの認定の要件に

適合することを証明する書類を添えてください。 

第３号様式（第３条関係） 

子どもに対する教育及び保育に従事する者の資格 

職名 氏名 職務内容 

資格の有無 

備考 
幼稚園の教員
の免許状 保育士の資格 

      

注 １ 「職務内容」欄は、担当する子どもの年齢、学級担任であるか等について記入してくださ

い。 

２ 資格を証明する書類の写しを添えてください。 

 



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

第
9
7
1
4
号

　
平
成

2
7
年

2
月
1
7
日
（
火
曜
日
）
　

1
2
1
2

第６号様式（第４条関係） 

年  月  日 

 

高知県教育長 様 

 

設置者 住所 

氏名               ㊞ 

法人その他の団体の場合は、主たる事務 

所の所在地、名称及び代表者の職・氏名 

電話番号 

 

連携型外認定こども園認定有効期間更新申請書 

 

認定こども園の認定の有効期間の更新を受けたいので、就学前の子どもに関する教育、保育

等の総合的な提供の推進に関する法律第５条第２項の規定により下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 施設の名称及び所在地 

 

 

 

 

 

 

２ 認定年月日 

 

注 認定こども園の認定の有効期間が満了する日の30日前までに申請してください。 

 

第５号様式（第３条関係） 

管理運営等の概要 

利用を希望する教
育標準時間認定に
係る子どもの選考
方法 

 

保育時間等 区分 幼稚園 保育所等 

開園時間   

教育及
び保育
の時間 

平日 教育標準時間認定   

保育短時間認定   

保育標準時間認定   

土曜日 教育標準時間認定   

保育短時間認定   

保育標準時間認定   

延長保育時間 保育短時間認定   

保育標準時間認定   

一時預かり 教育標準時間認定   

在園児以外   

開園日   

休園日   

長期休園日   

耐震、防災、防犯
等子どもの健康及
び安全を確保する
ための体制の状況 

 

民間保険等への加
入状況  

自己評価、外部評
価等の実施状況  

情報開示の状況  

注 「教育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子

どもの区分についての同法第20条第１項の認定を、「保育短時間認定」とは同法第20条第３項の

小学校就学前子どもに係る保育必要量の認定のうち子ども・子育て支援法施行規則第４条第１項

の保育の利用について１月当たり平均200時間まで（１日当たり８時間までに限る。）の区分の

認定を、「保育標準時間認定」とは同法第20条第３項の小学校就学前子どもに係る保育必要量の

認定のうち同令第４条第１項の保育の利用について１月当たり平均275時間まで（１日当たり11

時間までに限る。）の区分の認定をいいます。 



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

第
9
7
1
4
号

　
平
成

2
7
年

2
月
1
7
日
（
火
曜
日
）
　

1
3
1
3

第８号様式（第７条関係） 

年  月  日 

 

高知県教育長 様 

 

設置者 住所 

氏名               ㊞ 

法人その他の団体の場合は、主たる事務 

所の所在地、名称及び代表者の職・氏名 

電話番号 

 

連携型外認定こども園運営状況報告書 

 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第30条第１項の規

定により、認定こども園の運営の状況について次のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

施設の名称及び所在地 
 

 

 

報告の日の前日におい
て在籍している子ども
の人数及び利用定員 

（  月  日現在） 

保育を必要とする子ども 
保育を必要とする子ども以外
の子ども 

年齢区分 利用定員 在籍人数 年齢区分 利用定員 在籍人数 

満３歳未
満の者 人 人 

満３歳未
満の者 人 人 

満３歳以
上の者 人 人 

満３歳以
上の者 人 人 

計 人 人 計 人 人 

 

注 次に掲げる書類を添えてください。 

１ 職員の配置に関する書類（別記第２号様式） 

２ 職員の資格に関する書類（別記第３号様式） 

３ 施設設備に関する書類（別記第４号様式） 

４ 教育及び保育の内容に関する書類（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律施行規則第８条第４号の教育又は保育の目標及び主な内容について必ず記入

してください。） 

５ 子どもに対する教育及び保育に従事する者の資質の向上に関する書類 

６ 子育て支援事業に関する書類（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律施行規則第８条第５号の同令第２条各号に掲げる事業のうち実施しているものに

ついて必ず記入してください。） 

７ 管理運営等に関する書類（別記第５号様式） 

８ 保育料、授業料その他の徴収金に係る規定に関する書類 

９ １から８までの書類のほか、高知県教育委員会が必要があると認める書類 

第７号様式（第６条関係） 

年  月  日 

 

高知県教育長 様 

 

設置者 住所 

氏名               ㊞ 

法人その他の団体の場合は、主たる事務 

所の所在地、名称及び代表者の職・氏名 

電話番号 

 

連携型外認定こども園変更届出書 

 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第４条第１項各号

に掲げる事項等について変更しますので、同法第29条第１項の規定により下記のとおり届け出

ます。 

 

記 

 

１ 変更しようとする内容 

 変更前 変更後 変更理由  

     

２ 変更予定年月日 
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第10号様式（第９条関係） 

年  月  日 

 

高知県教育長 様 

 

設置者 住所 

氏名               ㊞ 

法人その他の団体の場合は、主たる事務 

所の所在地、名称及び代表者の職・氏名 

電話番号 

 

連携型外認定こども園再開届出書 

 

認定こども園を再開しますので、高知県認定こども園条例施行規則第９条第１項の規定によ

り下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 施設の名称及び所在地 

 

 

 

２ 再開予定年月日 

 

 

 

３ 認定こども園を再開することができることとなった事情等 

 

 

 

４ 休止していた期間 

 

 

第９号様式（第８条関係） 

年  月  日 

 

高知県教育長 様 

 

設置者 住所 

氏名               ㊞ 

法人その他の団体の場合は、主たる事務 

所の所在地、名称及び代表者の職・氏名 

電話番号 

 

連携型外認定こども園認定辞退等届出書 

 

（認定こども園の認定を辞退します・認定こども園を休止します）ので、高知県認定こども

園条例第５条第１項の規定により下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 施設の名称及び所在地 

 

 

２ 認定の辞退又は休止の予定年月日 

 

 

３ 認定の辞退又は休止の理由 

 

 

４ 現に在籍している子どもに対する措置 

 

 

５ 休止予定期間 

 

 

６ その他（財産の処分方法等） 

 

 

注 括弧内のいずれか該当するものを○で囲んでください。 
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第11号様式（第10条関係） 

年  月  日 

 

高知県教育長 様 

 

設置者 住所 

氏名               ㊞ 

法人その他の団体の場合は、主たる事務 

所の所在地、名称及び代表者の職・氏名 

電話番号 

 

教育保育従事職員等資格特例証明書 

 

高知県認定こども園条例施行規則第10条第１項第２号ただし書又は第３号ただし書の規定に

基づき、次の者は、意欲、適性、能力等を有し、かつ、幼稚園の教員の免許状又は保育士の資

格の取得に向けた努力を行っていることを証明し、学級担任又は満３歳以上の子どものうち教

育及び保育時間相当利用児に対する保育に従事する者として適当であると認めます。 

 

氏名  

 

生年月日  

現在有する資格 

 

 

 

履歴 

 

 

 

意欲、適性、能力等を有
することに関する所見 

 

 

 

 

幼稚園の教員の免許状又
は保育士の資格の取得に
向けた努力の内容 

 

 

 

 

 

注 １ 現在有する資格を証明する書類の写しを添えてください。 

２ 資格試験受験票、通信講座受講票等の写しを添えてください。 

附　則

この規則は、平成27年 4月 1日から施行する。

入 札 公 告

政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般

競争入札に付する。

平成27年 2月17日

高知県知事　尾﨑　正直

1　入札に付する事項

( 1 )　借入物品の名称及び数量

一般業務用ノート型パソコン　1,800台

( 2 )　借入物品の特質等

入札説明書による。

( 3 )　借入物品の借入期間

平成27年 7月 1日から平成32年 6月30日まで

( 4 )　借入物品の納入期限及び納入数量

1回目　平成27年 6月 8日　10台

2回目　平成27年 6月30日　1,790台

( 5 )　借入物品の納入場所

1回目　高知県文化生活部情報政策課

2回目　高知県文化生活部情報政策課が指定する場所

( 6 )　入札方法

ア　入札金額は、この入札公告に示した借入物品の借入期間

の賃貸借料の月額を入札書に記載すること。

イ　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該

金額の100分の 8 に相当する額を加算した金額（当該金額

に 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入

札書に記載すること。

2　入札参加資格

次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、 4の( 3 )により事前

にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた

者は、この一般競争入札に参加することができる。

( 1 )　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の

4の規定に該当しない者であること。

( 2 )　高知県における「平成24～26年度競争入札参加資格者

登録名簿（物品購入等関係）」に登録されている者である

こと。

( 3 )　この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物

品購入等関係指名停止要領（平成 7 年12月高知県告示第

638号）に基づく指名停止等の措置を受けていない者であ

ること。
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( 4 )　入札説明書に示した借入物品の要求仕様に合致した物

品及び数量を確実に納入し得ることを証明し、かつ、当該

借入物品に係る迅速なアフターサービス及びメンテナンス

の体制（アフターサービス及びメンテナンスの実施を入札

者以外の者が担保する場合を含む。）が整備されているこ

とを証明した者であること。

( 5 )　 4の( 3 )によりこの入札公告に係る入札参加資格があ

ることの確認を受ける日から入札の日までの間に、平成24

年度から平成26年度までに県が発注する物品の購入又はサ

ービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加

者の資格等（平成23年 9 月高知県告示第625号。以下「告

示」という。）第 1の 2の( 9 )に該当し、告示第 7の規定

により入札参加資格の取消しを受けていないこと又は告示

第 1の 2の( 9 )に該当しないこと。

( 6 )　( 1 )から( 5 )までに掲げるもののほか、入札説明書に

示した入札参加資格要件を満たす者であること。

3　契約条項を示す場所等

( 1 )　契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合

わせ先

郵便番号780－0870

高知市本町四丁目 1番16号　高知電気ビル別館

高知県文化生活部情報政策課

電話番号088－823－9773

( 2 )　入札説明書の交付方法

ア　手渡しによる交付の場合

平成27年 2 月17日（火）から同年 3 月30日（月）まで

（日曜日及び土曜日を除く。）の午前 9時から午後 5時ま

で（午後零時から午後 1時までの間を除く。）の間に( 1 )

の交付場所で交付する。

イ　ダウンロードによる交付の場合

平成27年 2月17日午前 9時から同年 3月30日午後 5時ま

での間に高知県文化生活部情報政策課のホームページ

（http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141201/）で交

付する。

( 3 )　入札及び開札の日時及び場所

ア　日時

平成27年 3 月31日（火）午前10時

郵送による場合は、書留郵便によるものとし、平成27年

3 月27日（金）午後 4時までに( 1 )の交付場所に必着する

こと。

イ　場所

高知市丸ノ内一丁目 2番20号　高知県庁厚生棟 2階　会

計管理局作業室

4　その他

( 1 )　入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

( 2 )　入札保証金及び契約保証金

高知県契約規則（昭和39年高知県規則第12号。以下「規

則」という。）第 9条、第10条、第39条及び第40条の規定に

よる。

( 3 )　入札に参加を希望する者に求められる事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示

した借入物品の機能等証明書及び当該借入物品を納入するこ

とができることを証明する書類を平成27年 3 月17日（火）午

後 5時までに入札説明書で指定した場所に提出し、この一般

競争入札に参加する資格があることの確認を受けなければな

らない。また、開札の日までの間において、知事から当該書

類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければなら

ない。

( 4 )　入札の無効

この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、

入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札その

他規則第21条各号のいずれかに該当する入札は、無効とす

る。

( 5 )　落札者の決定方法等

規則第15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者

とする。ただし、落札者が、入札の日から契約を締結する日

までの間に、告示第 1の 2の( 9 )に該当し、告示第 7の規定

により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第 1の 2

の( 9 )に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないも

のとする。

( 6 )　手続における交渉の有無 

無

( 7 )　契約書作成の要否

要

( 8 )　資格審査に関する事項

2の( 2 )に掲げる入札参加資格要件を有しない者で、この

一般競争入札に参加を希望するものは、知事が別に定める申

請書に必要書類を添えて、高知県会計管理局総務事務センタ

ーに提出すること。ただし、平成27年 2月27日（金）午後 5

時までに申請を行わなかったときは、この入札公告に係る入

札参加資格が与えられない。また、同日までに申請を行った

場合でも、申請書類に不備があるときは、この入札公告に係

る入札参加資格が与えられないことがある。

なお、申請書を提出するときは、この入札公告の日、入札

の件名及び入札の日時を当該申請書の欄外に朱書するととも

に、当該事項を申し出ること。

( 9 )　関連情報を入手するための照会窓口 

3 の( 1 )に同じ。

(10)　調達手続の停止等

平成27年度高知県一般会計予算が議決されなかった場合

（修正されて議決された場合を含む。）は、本件調達手続の

停止等を行うことがある。

(11)　詳細は、入札説明書による。

5　Summary

( 1 )　Details of items to be hired: General purpose 

notebook PCs 1,800 units

( 2 )　Deadline for the submission of documents to 

certify the qualification: 5:00 P.M. on Tuesday 17 

March 2015

( 3 )　Date and time for tender (by hand): 10:00 A.M. on 

Tuesday 31 March 2015

( 4 )　Date and time for tender (by registered mail): To 

arrive by 4:00 P.M. on Friday 27 March 2015

( 5 )　Contact: Information Policy Division, Department 

of Culture and Community, Kochi Prefectural 

Government, 4-1-16 Honmachi, Kochi City, Kochi 780-

0870 Japan

Tel: 088-823-9773

( 6 )　Others: As in the tender documentation
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